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    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９４号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

   〔生涯学習課〕 

    ・議案第１１２号 那須塩原市那須野が原博物館条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９４号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

   〔スポーツ振興課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９４号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

 



－23－ 

開会 午後 １時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、こんにちは。 

  ただいまから福祉教育常任委員会を開会いたし

ます。 

  当常任委員会の傍聴希望がありましたので、委

員会条例第17条及び先例に基づきこれを許可いた

します。 

  本日は、12月定例会の常任委員会にご出席をい

ただき、まことにありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会が審査すべき案

件は、条例の一部改正案件５件であります。 

  なお、予算常任委員会付託案件のうち、当分科

会で審査すべき補正予算案件４件につきましては、

関係所管課のところで随時予算常任委員会第二分

科会へ切りかえて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いいたしますとともに、円滑な進行にご協力く

ださいますようお願いを申し上げまして、ご挨拶

といたします。 

○磯書記 それでは、３の審査事項に入ります。 

  ここからの議事進行は委員長にお願いいたしま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○佐藤委員長 それでは、ただいまから審査に入り

ます。 

  次第により順次進めてまいります。 

  これより教育部の審査を始めます。 

  審査に先立ち、小泉教育部長からご挨拶をいた

だきます。よろしくお願いします。 

  小泉部長。 

○小泉教育部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第94号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  平井課長。 

○平井教育総務課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  金子委員。 

○金子委員 ちょっと参考までに、この２ルートと

１ルート、どの辺から来るのかというのだけ。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 まず、鍋掛小学校につきまし

ては２ルートということでご説明いたしましたが、

寺子地区それと望田地区、分かれてのルート運行

になります。関谷小学校につきましては、金沢地

区の１ルート、こちらの運行となってまいります。 

○金子委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ
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き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 教育総務課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時１０分 

 

再開 午後 １時１２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第94号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長補佐。 

○渋井学校教育課長補佐 （議案第94号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 小学校と中学校の就学援助費のことな

んですけれども、去年、おととし来ずっとこの就

学援助費というのは上がってきていると思うんで

す。当初の予算の中で見込みがある程度つくと思

うんですが、その辺の見込みはどういうふうに立

てて、今回補正で出てきたのか説明をお願いしま

す。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○渋井学校教育課長補佐 一応見込みに当たっては、

今までの状況や伸び率とかを勘案して見込んでい
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たんですが、やはりその部分で、それよりもちょ

っと多くなってしまっているというところがあり

まして、補正という形になりました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 確かに例えば先ほどの中学校のスポー

ツ活動の補正などは、関東大会で勝つとか全国大

会で勝つというのはうれしいことですけれども、

その勝つかどうかというのはやっぱりかなり不確

定なところがあると思うんですけれども、就学援

助というのは基準があって、何というんですか、

何となく状況を、その生徒さんの家庭、児童生徒

の家庭の状況を見ている、あるいは経済の状況を

見ていると、ある程度の予測がつくものだと思う

んですけれども、こうやって補正で少なくない金

額というか、少なくない人数ですよね、143人と

42人ということで、新入学準備金があるとしても、

そちらのほうもふえているという予測の中で、も

う少しきちんと当初に見込むことはできなかった

のか、再度になるんですが、お聞きしたいと思い

ます。 

○佐藤委員長 渋井課長補佐。 

○渋井学校教育課長補佐 たしかにそちらのほうは

ありますけれども、一応認定するに当たって、例

えば所得の状況だったり、あとひとり親家庭とか

になって児童扶養手当を受けるようになったりと

かというのは、実際どれぐらいの数の人たちが今

年度見込まれるかというのはちょっと難しいとこ

ろもあるというのが理由としてはあるんですけれ

ども、この後もなるべく近い数字にできるように

やっていきたいなと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと関連でお聞きしたいんですけ

れども、こういう途中で状況が変わることによっ

てふえるというような学校の児童生徒のこの予算

については、どちらかというと非常に低く低く見

積もっているというような予算の立て方をしてい

るというふうに認識をしてよろしいですか。 

○佐藤委員長 小泉部長。 

○小泉教育部長 山本委員からご指摘のように、低

く見積もっているということかということなんで

すけれども、実際には今までの推移というものを

見ながら予算のほうを計上はしているんですけれ

ども、予定外にやはりひとり親世帯であったりと

か、所得が低い方が出てきているというのが現状

でございます。実際に去年と比較して現時点でも

う既に今年度ですと1,000人を超えちゃっている

というような状況になっています。今までは、以

前にこういうことはなかったんですけれども、そ

のような状況になっていまして、まだこの後、何

カ月かある中で、多少なりともやはり伸びてくる

のかなというところを含めた中での補正というと

ころで、できるだけ低く見積もっているというわ

けではないんですけれども、結果的にこういう状

況になったところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 就学援助費を減らせと言っているんで

はなくて、必要な人にはきちんとこれは出してあ

げるべきだと思うんですけれども、やはり子ども

たちは突然ふえるわけではないですし、あと、親

御さんの経済状況というのも、よほどのことがな

ければそんなに上下するわけではないので、ぜひ

来年度の予算をつくっているときだと思いますし、

ある程度きちっとその見通しを立てた中で予算を

とっていただけたらいいかなというふうに思って

います。 

  それともう一つ、周知が進んでいるのかなとい

うことも思うんです。こういうものがあるよとい

うことが何年か前、10年ぐらい前にはなかなか知

らない方がいらっしゃって、もらえる方も受け取

ることができなかったことからすると、これは皆
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さんきちっと申請してやられているんだなという

ことで、それについては評価をするところでござ

いますので、これからも、変な言い方なんですが、

きちんとやはり大変な人にはこういうものが行き

渡るような形で予算は組んでいただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今のなんですけれども、ちなみにどの

くらいのパーセンテージでふえているのか、おお

よそを聞きたい。 

○佐藤委員長 渋井課長補佐。 

○渋井学校教育課長補佐 29年度から比較しますと

30年度の予定ということで、小学生が10.7％ぐら

い伸びるかなというところがあります。中学校に

ついては、中学校は意外とならなかったんで、

2.3％ぐらいなのかなというところで予定してい

ます。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 改めて、その基準を教えていただけま

すか。いただけるというか、どういう条件だと新

入学の準備金をいただけるか、改めてその基準を。 

○渋井学校教育課長補佐 就学援助。 

○山形委員 ええ。 

○佐藤委員長 渋井課長補佐。 

○渋井学校教育課長補佐 幾つか条件がありまして、

生活保護を受けている方は要保護者ということで

対象になります。それから、それに準じるような

所得の方が、児童扶養手当をもらっているとか、

国民健康保険の減免を受けているとか、幾つかそ

ういった基準がありまして、基本的に所得の低い

方という形になっています。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 この那須塩原市でこれだけふえている

ということで、ほかの市町村、市や町と比べると

那須塩原市はいいほうなのか、手当がいいのか悪

いのか、その辺はわかりますか。 

○佐藤委員長 渋井課長補佐。 

○渋井学校教育課長補佐 前に県内の市町村とかで

調査があったときの状況を見た感じでは、那須塩

原市は比較的割合、全児童生徒数に対して就学援

助を受けている人の割合は多いほうだったと思い

ます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 金額はどうですか。 

○佐藤委員長 小泉部長。 

○小泉教育部長 この基本的なところで考え方とし

まして、まず生活保護の対象の世帯というものが

ございます。生活保護につきましては要保護とい

うことで、生活保護の費用のほうから就学援助と

いうものも一部出ているところでございます。 

  準要保護につきましては、この就学援助の中で

の準要保護につきましては、平たく言いますと、

生活保護、生活扶助に関する基準額というのが定

められまして、その基準額がおおむね生活保護と

同じ額、それに対しまして那須塩原市の場合です

と、先日の髙久好一議員の質問でもありましたよ

うに、1.3とか1.5という係数という話があったと

思うんですが、その基準額に1.3を掛けたもの、

ですから、平たく言えば、生活保護よりも３割増

しというんですか、所得額ちょっとそれだけふえ

た額の範囲のところが準要保護になっているとい

うところで、この基準自体はどのまちでも同じで、

その係数、掛けるところが1.3なのか1.5なのかと

いうところで、この前の髙久好一議員の一般質問

の中で日光市は1.5だよと、那須塩原はどうだと

いうところで、県内では大体1.3が多いようなと

ころで1.3というものを使っていますというお話
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をしました。大体基準としては、額というよりも、

その世帯によって家族の構成が違うんで、そうい

うもので生活扶助に関する基準額を計算して出す

ということになっています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 スポーツ振興活動支援費の中の7001事

業の中で、関東とか全国大会等々で300万円ほど

出ておりますが、これは種目等々、今後見込まれ

るということで300万円、保険も含まれていると

思いますんで、おおむねこの予定されているよう

なものがわかりましたら、お示しいただければと

思います。 

○佐藤委員長 相樂係長。 

○相樂学校指導係長 今回、既に終わっている部分

というのもございますが、水泳の関東大会、それ

から陸上の関東・全国、それから柔道の関東、そ

れから駅伝の関東・全国、それから合唱の関東・

全国、サッカーも関東・全国、剣道の関東、それ

から、あとスキーの全国というところが、終わっ

たもの、それから今後も含めての見込みというこ

とになります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、平成29年度に比較され

ますと、かなり活躍される選手が多くなったとい

う解釈の中での補正ですね。 

○佐藤委員長 相樂係長。 

○相樂学校指導係長 金額は、必ずしも大会の数と

も比例しなくて、行く競技とかによっても金額が

変わってくるものですから、金額が多いときが必

ずしも成績がよかったかというと、必ずしも比例

はしないんですが、おおむねそういった考え方で

よろしいかと思います。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、こういった大会が遠い

ところでやる大会、関東大会もしかり、那須塩原

市から遠いところでやられるスポーツというもの

が多くなっているというものも考えられるという

ことですね。わかりました。結構です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものとみとめ、討論を終

了し、採決…… 

  申しわけありません、討議について抜かしてし

まいましたので、本議案について討議すべき点は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆
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さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （就学援助費の予算編成時における

部署間の連携について） 

○佐藤委員長 その他の委員の皆さんから何かござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 学校教育課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時３３分 

 

再開 午後 １時３５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１２号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 議案第112号 那須塩原市那須野が

原博物館条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井生涯学習課長 （議案第112号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、附属施設のあり方について答申

をいただいたと、附属施設のあり方について検討

をいただいたその博物館検討委員会でしたか…… 

〔「協議会」と言う人あり〕 

○相馬委員 協議会。この協議会の説明をお伺いし

てもよろしいでしょうか。博物館協議会の説明。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 博物館協議会につきましては、

博物館の運営等につきまして館長の諮問機関とい

うような形になりますので、何か博物館の運営等

で問題があることについては協議会のほうでいろ

いろ協議をしていただくというような機関という

ことになります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 重立ったメンバーを伺ってもよろしい

でしょうか。どういう役職の方がついていらっし

ゃるのか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 委員につきましては、現在10

人の方がいらっしゃいます。まず、校長会の代表

という形で校長先生が１人いらっしゃいます。そ

のほかに文化財保護審議会の代表という方で、こ

れは個人名も申し上げたほうがよろしいですか。 

○相馬委員 いいえ、大丈夫です。 

○室井生涯学習課長 文化財保護審議会の代表の方

がお一人。それから関係する文化団体、具体的に

は那須文化研究会、それから石ぐら会、塩原文学

研究会、こちらの団体の方からお一人ずつ。その

ほかに学識経験者という方が５人いらっしゃいま
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して、学識経験者、内容としますと観光部門、そ

れから美術の部門、それから文化財の活動の部門

の方、それから昆虫を専門とする方、それから両

生類を専門とする方ということで、10人の委員か

ら構成しているものでございます。 

  任期につきましては、２年間というふうにして

おりますので、昨年、29年５月１日から31年４月

30日までの任期ということでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この審議会で答申をいただいたという

ことなんですが、そこで審議された主な内容とい

うのはわかりますか、条例の改正に関して。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらの協議会のほうは、条

例の内容を審議していただくというものではなく

て、その附属施設、今ありますその３つの施設を

どうするか、今後どういうふうな方向性でいくか

というような内容を審議していただいたというこ

とでございますので、そちらの中で日新の館と関

谷の郷土資料館は、今後活用するというのが難し

いというところがあるので、廃止すべきというよ

うな答申をいただきましたので、その答申を受け

まして内部で検討をさせていただいた。当然条例

に規定しているものでございますので、そちらの

廃止ということになれば条例の改正も必要になる

ということで、今回、条例の改正案を上程させて

いただいたということでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 今いろいろ答弁がありましたけれども、

まず、重複ということで、博物館本館とそれから

日新の館で重複というのは、ほとんどないんです

よね。今まで何年もずっとやってきて、十数年や

ってきて重複というのはほとんど見たことがない。

それが重複という言葉を使って、何か理由づけし

ているみたいな、そういうあれがあるんですが、

どこに重複があるんだと、教えてもらいたい。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 重複の件なんですけれ

ども、博物館は美術の分野は当然扱っています。

日新の館も美術の分野を扱っているという意味で

の重複というふうに考えております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 もちろん当然博物館のほうでも美術部

門というのがあって、そして当然その美術の展示

というのもやるんですけれども、それこそ５年計

画でやっているみたいですけれども、何年かおき

に美術部の展覧会がやられているというのが現状

で、しかも日新の館で展示するような展示という

のは、本館のほうでは一切やっていないわけです

よね。そういう意味でも、もう本当に美術を鑑賞

する人にとっては重複なんていうことは本当に見

たことがないぐらい、重複はないと思うんですね。

だから、こういう理由で廃止するというのは、全

くおかしいのかなと思う。まずそれを思いますと

いうことで、重複していないのを重複と言ってい

る、もちろん美術部門があるというのはわかるよ。

本館に美術部門があるのは当然のことなんだけれ

ども、それは展示会の重複では全くない。もう種

類も違うし、それから展示内容も違う、展示の仕

方も違うし、全く重複というのはどこもしていな

いわけで、その辺のところを重複という理由で廃

止するということ自体は全く間違っているんじゃ

ないかと思うんです。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 展示の部分でというお

話があったかと思うんですけれども、高久靄崖の

展示はたしか平成二十二、三年のころだったかと

思うんですけれども、本館でもやっております。

あと、お人形、吉村深雪コレクションの展示、企
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画展につきましても、寄贈になった後、本館でも

やっているということで、日新の館で扱っている

靄崖とか、日新の館で持っているお人形の展示と

いうことは本館でもやっております。そういう意

味で、やはり重複というふうに考えてよろしいの

かと。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それはやっぱり８年前にやりましたよ

とか、それから５年前にやりましたよとか、そう

いうのは確かにありますよ、それは。しかし、そ

れは日新の館では年間通して展示しているのと、

それから、たまにそれは当然そういうのをやるの

は当たり前のことで、それが重複ということでは

ないと思うんですよね。本当にそういう展示を博

物館本館のほうでやる気があるのかないのか、も

うやる気があるとは全然思えないような状況で、

美術に関しては時々は展示しているという感じで

あって、もう日新の館の展示がなくなったら、那

須塩原市で展示はほとんどないと言ってもいいぐ

らいのことになってしまうと思うんですね。だか

ら、それをもって重複ということは、全く間違い

だと思います。これ幾ら言っていても意見が合わ

ないと思うので、一応そういうことだと私は考え

ています。 

  それで、今、相馬委員のほうから質問もありま

したけれども、協議会のほうでの答申ということ

で、本当に今言ったその審議してくれた人たちの

メンバーが、本当に美術に関している人がほとん

ど少ない。10人のメンバーの中で、本当に１人、

２人しか美術関係の人がいないぐらいで、それで、

ちょっとお客さん少ないから、もう廃止にしちゃ

おうかという感じでそれを決められたんでは、本

当に市のこれからの発展のために非常に困るので、

これはむしろもう私なんかが考えると、博物館の

意向に答申のほうが合わせたんじゃないかと思う、

これは言い過ぎかもしれないけれども、そういう

感じさえ受けるような、そういうことで決められ

ちゃっていると。なぜこの今の現状、今のままの

現状がずっと続くというのは私もいいとは思って

いないんだけれども、これをなぜ発展させる方向

でいかないのか、ただ閉鎖してどんどん文化の逆

行をしていくということが、なぜ市としていい方

向なのか、私には全く理解できないので、その辺

はどう思いますか。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 すみません、それでは、

協議会の中で美術の方が少ないのでというような

お話だったかと思うんですが、美術のほうにつき

ましてはお名前を申し上げます。笹沼先生、日本

画家の方なんですけれども、その方が入っていら

っしゃいます。 

  協議会の中で博物館の意向を反映したような結

果になったんじゃないかということなんですけれ

ども、決してそういうことではなくて、委員さん

のほうで、この施設はどういうふうに活用するの

が一番いいだろうというようなことで審議をして

いただいております。うちのほうで決してあそこ

を廃止してくれとかというようなことを言ったこ

とはございません。ですので、委員さんの方々が

客観的な事実に基づいて、当然施設も見ています

し、それぞれ各館ごとに担当も決めて分科会とい

うような形で練った上で全体会というような形で

審議をしていただいておりますので、私としては、

客観的な審議をしていただいて、その上に基づい

た結論としての答申だというふうに考えておりま

す。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 もちろん博物館のほうでこういうふう

にしてくれと言うわけがないんで、それはもちろ

んわかるんですけれども、そういうことは言葉じ
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ゃなくてうかがえるところがあるもんですから、

本当にその附属施設をどんどんいい方向に復活と

いうんじゃないけれども、いい方向に向けていく

という、そういうエネルギーが全然感じられなく

て、ただ、もうお荷物だからもう廃止しようとい

うような感じでやっているようにしか見えないの

で、それでは本当に困るということで私は反対し

ているわけなんで、今のままでずっとやっていい

とは私も決して思っていません。 

  それと、またそういう中で、この間、一般質問

でもやったんですけれども、ここにアートを活か

したまちづくりの戦略ということで、こんなのを

企画でつくりながら、このルート上にこれがあり

ながら、これも一切こういうことが審議、相談さ

れていないということが、全くアートを活かした

といったら、博物館が一番先に声を出していかな

くちゃならないところだと思うんですけれども、

それがこういうものに一切参加していないという

ふうに思われるんです。参加していましたよとい

うのかどうか知らないんですけれども、それをや

っぱり本当にまちづくりは、ただ博物館だけの中

の問題じゃなくて、やっぱり小さなまちですから、

それこそ大きな東京の国立博物館みたいなところ

は、博物館独立でどんどんやってもいいんだけれ

ども、こういう田舎の博物館は、やっぱり市民の

ためのそういう博物館であるためには、こういう

企画部なり、それからもしくはほかの部とも相談

しながら意見を聞きながら、これ当然やるべきだ

と思うんだけれども、どうしてそういうことがで

きないのかお伺いします。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 アートのまちづくりの

ほう、たしか委員のほうに博物館でも１人入って

おりまして、そのような中でそういう計画ができ

たというふうに考えております。 

  先ほど委員さんおっしゃられた、展示されたも

のについては、モデル地区というようなことで重

点的に推進する地域だということですので、私も

そのような理解をしております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 １人メンバーが入っているのもよく存

じておりますけれども、そういう中で、じゃ、日

新の館はどうなんですかという、そういう相談が

あったんですか。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 その点については、私

は聞いてございません。ただ、計画の全体を見ま

すと、博物館はその展示等の拠点施設ということ

になっておりますので、そういう位置づけで私は

十分かなと思っております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ついでに、これを出したついでにあれ

ですけれども、これもやっぱり400号ルート沿い

の中で本当に関谷の郷土資料館、それが今見てき

ましたけれども、あれがあのままでいいというふ

うには私も考えていませんけれども、あれをただ

なくせばいいという問題じゃないと思うんですね。

こういう塩原からそれこそ西那須野、大田原の境

のハーモニーホールまでの間に、これ書いていな

いのもあるぐらい、もうまだまだたくさんこうい

うのがある中で、この中心になるような関谷郷土

資料館、しかもこっち側に道の駅があって、しか

もその隣に観光局があって、こういう中で観光局

とそれから企画と農林課と、そういうところで話

し合いが一体なされているんだろうか。もう本当

にそれは不思議でならないんです。まちのアート

を活かしたとか、それからまちの文化を生かして

いくので、そういう広範囲の中で話し合いが私は

一切できていないんじゃないかというふうに考え

ているんですけれども、それも考えないで、もう
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一方的に、ただもう廃止だと、答申が出たという

ことではやっぱり納得できないし、市民は知らな

いから納得も何もない、ああ、やめたのかという

だけで済んじゃうけれども、それを知ったら内情

を知ったらびっくりしますよ、みんな市民だって。

だから、その辺のところの話し合いがあったのか、

もしくはなければ、何でそういう話し合いができ

ないのかお伺いします。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 答申が出た後、答申の

中で観光的な利用、観光的な区域なので、そうい

った利用方法もあるんではないかというような答

申の内容がありましたので、市の商工観光課とか

農務課ですね、あの辺にかかわる課のほうに照会

はかけまして、私も一緒に担当課のほうとしては

話し合いはいたしました。担当のほうからは、当

然観光局とかあるいは塩原の商工サイドのほうの

支所の者、そちらまで聞いていただいたというこ

とで、利用がないというお話がございましたので、

活用はちょっと無理だという話があったので、そ

れでこういうふうな方向にいったということでご

ざいます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 私も個人的にその観光課の人なんかと

も話ししたんですけれども、観光局としたら、あ

そこを道の駅とそれから資料館とそれから観光局

ともう全体をあわせて計画したら、もう幾らでも

いい方向へ観光資源として活用できるよと、だけ

れども、一切相談がないんですよということでび

っくりされていて、それで私が話したことで初め

て知ったというような感じであれしたもんですか

ら、まあ、本当にびっくりしたんですけれども、

本気になって私はそういう相談をしていないんじ

ゃないかと、これを廃止するのに向かってどうで

すかと、どう考えますかという相談が果たしてあ

ったのかどうか、私はなかったというふうな感覚

で受けているんですけれども、どうですか、そこ

ら辺は。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 先ほども言いましたよ

うに、直接ということではなくて、商工観光課に

照会をかけてというような形で出てきた報告とい

うことになっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 あそこは観光局が隣なもんですから、

やっぱりまず観光局とその話を当然するべきです

よ。そして、観光局がもうあそこはどうしようも

ないよ、お客さんも来ないしどうしようもないよ

と言うんであれば、それは仕方がないということ

もあるかもしれないけれども、あんなところを利

用しない手はないよと。観光局に一言も口を挟ま

せないから、もうどうしようもないんだと、もう

私ら、そこまで突っ込んで話しするわけにいかな

いんだという感覚で私には話してくれたけれども、

やっぱりそれはまちづくりのためには一緒になっ

て考えていくべきだと思うんです。 

  それはそれとして、もう一つ、なぜ日新の館に

しても、関谷のあれのほうはそれなりにＰＲもし

ているのかもしれないけれども、日新の館につい

ては私は一切ＰＲしてないと思うんですよ。本当

にＰＲしてないんでびっくりしているんです。ど

うしてそういう努力ができないのか。もうあそこ

は附属施設だからＰＲしなくてもいいよ。ただ展

示していればいいよという感じでやっているのか。

本気になってそれを市民にも、それから市民以外

の広い範囲でのお客さんを呼ぶような、そういう

ことは必要と思っているのか。市長、もうその辺

いいよと思っているのかね。そこら辺のところを

ちょっとお聞きしたい。 

○佐藤委員長 館長。 
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○松本那須野が原博物館長 ＰＲということでござ

いますけれども、まず、博物館としましては、年

間スケジュール、それとホームページ、それと広

報で定期的に日新の館の企画展の広報はしており

ます。博物館全体として考えた場合に、やはり当

然広告料、予算も当然ありますので、何に重点を

置くかというのは当然考えていかなければならな

いと思うのですね。その中でやっぱり企画展とか

特別展というのを優先的に考えるべきだろうと思

います。そのような形でＰＲできる範囲でやると

いう形しか今は考えてないです。 

  ですので、日新の館の企画展もそのほかに独自

に企画展によってはちょっと色紙に印刷したよう

なものなのですけれども、そういったものを作成

して、公民館なんかに配ったりということは全部

やっているわけではないんですけれども、物によ

ってはやっているというようなことでのＰＲを進

めております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 広報に載せるというのはもう全く当た

り前なのですけれども、広報がＰＲになっていれ

ばいいですよ。ところが、広報の一番片隅にちょ

こちょこと１行か２行出ている。それを見る人が

ほとんどいないわけです。だから、実際実になる

広報をやらなかったら、広報と言えないんですね。 

  それで、実は下野新聞では毎週美術館の案内を

やっているわけですよ。こういう案内毎週やって

いる。美術愛好家は必ずこれを見ます。これは美

術愛好家は必ず見る。そして、その隣にもここに

週間ワイドといって、いろいろ展示会とかコンサ

ートとか、そういうのの案内がたくさん出ている

んですよ。私ごとですけれども、那須アカデミー

でやっているのをこれに出すと、那須塩原市の人

じゃない、例えば小山から来ました、どこから来

ました。そういう人がこれを見て結構来るんです

よ。そういうＰＲを全くしてない。十幾つと、こ

うやってあちこち出ているんですよ。小さな美術

館、町の美術館、それから小さなのが出ていて、

ところが、日新の館は一切出てない。 

  それから、日新の館は全然知られてないんです

よ。西那須野なんかだと99.9％知られてないんで

すよ。0.1％か。1,000人に１人ぐらいしか知られ

てないわけですね。それなのにこの那須塩原市で

税金を使ってやっている美術館をなぜＰＲしない

のかと。本当にそれは不思議でたまらないんです

よ。私はもう年間100人連れていくということで

頑張っているんですけれども、いや、実は全然そ

こまでいかなくて、数十人でとまってしまってい

るんですけれども、本当にそういうのがあるにも

かかわらず、そういう努力を一切しないで、ただ

もう人が来ないから廃館にしてしまうということ

では本当にもう文化の逆行だと思うんですよね。 

  そして、何と西那須野駅からの塩原街道と言っ

てますけれども、塩原街道の三島交差点には物す

ごいでかい博物館のＰＲの看板が出ているわけで

すよ。そこに日新の館がほんのちょっとでもあれ

ば、ああ、日新の館というのがあるのかと。これ

はどこのものなの。白河にあるの、それとも宇都

宮なのという感覚でまちの人が見てくれて、ああ、

那須塩原市にあるのかと。ああ、鍋掛かというこ

とが、そこへ出ていればわかるんですよ、そうい

う看板。だから、それはやっぱりせっかくあれだ

けのすばらしい展覧会をやっているんだから、そ

れだったらどこかへそういうＰＲの看板、それこ

そ黒磯駅にも出てない。那須塩原駅にももちろん

出てない。西那須野ももちろん出てない。そうい

う状態では本当に悔しいですよ。こんなので廃館

にしてしまうという、何とも痛ましいし、もう那

須塩原市は本当に逆行していくとしか受け取れま

せん。それを努力して、こんなにやったのにお客
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さんちっとも来ないやというんだったら、これは

やめるの大賛成ですよ、私も。だけど、何もしな

いで、ただただ答申出たから廃館にしましょうと

いうのが突然出てきて、それは俺はないと思うん

だよ。だから、あと１年、２年試してみましょう

よ。努力してみましょうよ。そして結果、これで

だめだったらそれは私も納得して大賛成で、それ

はやめるほうに賛成しますけれども、それは本当

に何とかしてもらいたい。そのＰＲしない理由は

何ですかね。 

○佐藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 先ほど金子議員が言わ

れました看板等でのＰＲということなんですけれ

ども、実は博物館本館でもなかなかＰＲというの

は非常に難しい問題で、どうすれば効果的かとい

うことでは考えています。本館自体がもう企画展、

特別展、それなりにやっぱり人を呼ばなければな

らない。それだけ当然予算をかけてやっている展

示ですので、ですから、そういうところにどうし

ても力を入れざるを得ない思うんです。ですから、

そういうところを重点的にやるというような方向

で、看板等についてはどうしても企画展、特別展

等が中心になってくると。それ以外についてはも

っと別な広報手段があればチラシをつくったりと

いうような形で広報するというような事業による

めり張りというんでしょうかね、そういうところ

をつけてやっていかなければならないのかなとい

うふうに思っております。 

○金子委員 ということは、美術に関しては余りめ

り張りはないんだと。もう重要視してないんだと

いうことに結論づきますよね。本当にさっきも要

するに企画展は宣伝するけれども、企画展じゃな

ければもうＰＲもほとんどしないよということで

あれば、もう日新の館なんて永久にＰＲできっこ

ないんですよね。本当に美術部門というか、それ

の重要性というのはほとんど認識してないという

か、そういう感じで、本当にこういう小さな美術

館、展示場がもう日本中にたくさんある中で、本

当にこんなに立派なものを、しかも現在生きて展

覧会している、こんなにすばらしいところよそに

ないんですよ。いや、これがいいかげんなものを

やっていて、おもしろ半分にやっているぐらいだ

っていうんだったら、私もこんな大声上げて反対

しないんだけれども、こんなに中身のいいものを

やっているところほかにないんですよ。それなの

に簡単にあっという間に突然廃止になってしまう

なんて、本当に私にとって考えられない。こんな

ばかげた政策ないし、これは将来多分君島市政の

大汚点に私はなる可能性あると思いますよ。何だ、

もう美術は、あの人はもう廃止していくのかと、

そういう方向でいくだけなのかというふうにしか

市民にはとられなくなりますよ。そのためにも何

とかもう少し、もうちょっと時間を置いて、そし

て努力をするということを検討してもらいたいで

すよ。これはもう要望になってしまうけれども、

大体そんなところでもう幾ら言っても言い切れな

いで、大体そんなところなんで、皆さん理解して

くれたかなと思うんですけれども。 

○小泉教育部長 先ほどから金子議員さんのほうで

あんなにすばらしい美術展示施設はないよという

ことで熱くちょっと語られていただいています。

大変ありがとうございます。 

  ただ、本日ごらんいただいた日新の館のほう、

これについてはもう歴史自然学習センターという

名前の建物でございます。そもそも設置の目的自

体が、これ旧国土庁の地域個性形成事業というと

ころで、地域の人たちが活動する拠点として、地

域づくりのために使っていこうということで、当

初はその歴史の部分、これについてやっぱり地区

のほうでもグループがありました。自然について
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もやはりグループがありまして、あそこの学習セ

ンター、展示室、こういうところを見ていただい

た後に実際にフィールドワークというんですか、

外に出て現実的なところ、自然、歴史というもの、

旧鍋掛宿、越堀宿という甲州街道が通ったところ、

それから、鍋掛小学校の隣には清川というところ

がありまして、きれいな水が流れてイトヨという

魚がいるというところも含めて、自然、歴史を勉

強するための拠点という施設へ位置づけてつくら

れたもの、これについては地域の方々が活動する

場ということでつくられたわけなのですが、実際

にはもう既に施設ができてから20年近くたってい

るという中で、そのグループについてもなかなか

後継者が育たなかったというようなところで、高

齢になったところ、あるいは中心になる方が亡く

なれたということもありまして、そういうグルー

プ活動もなくなってきて、実際には施設だけが残

っているというところで、じゃ、どういうふうに

使えるかというところで、じゃ、展示部分は何と

かなるかなということで今美術の展示をやってい

ると。 

  ですから、入ってすぐのフロア、ロビーのとこ

ろに歴史のいろいろ展示があったと思うんですが、

実はあそこは学習施設として天井にプロジェクタ

ーがあったと思うんですけれども、あそこに机を

並べて、プロジェクターでスライドを見ながら勉

強して表に行こうというところだったわけなんで

すが、そういう活動がもうできなくなってしまっ

たというところで、実際にはあそこの蔵を展示し

ているスペースとして使っていた。 

  また、自然のほうについても三木コレクション、

収蔵施設がちょっとないということで、現在三木

コレクションを収蔵しているところになっている

というところと、重複しているということだけで

施設の廃止じゃなくて、実際には設備のほうもも

う20年たっていると、やはり老朽化しているとい

うところで、収蔵庫をごらんいただいてわかるよ

うに、なかなかやはり温度、湿度管理というのが

本来ちゃんとできなくてはいけないところがなか

なかできないということで、家庭用の除湿機、加

湿器を使っているような状況、こういうところも

ございました。実際に博物館協議会の方にもごら

んいただいたときにも、いろいろ貴重な資料等を

保管するのには好ましくない環境だというところ

もありました。 

  こういうものを含めた中で、ちょっと先ほど来

お話出ている中でありましたように、平成29年３

月ですか、議会の議決をいただきました公共施設

等総合管理計画、これから今ある施設を全部維持

するということになると、ここ30年以内には歳出

超過ということに陥って、市自体が持続可能なま

ちづくり運営ができなくなってしまうということ

があって、できるだけそういう老朽化したところ、

これについては統合、廃止というところも含めた

中で検討していきましょうというところで、以前

議決などもいただいた計画をもとに、博物館協議

会からの答申を受けて、教育委員会としては検討

させていただいた中で、今回廃止というところに

至ったというところで条例改正という案件を提出

していただいたところでございます。ぜひともこ

の辺もご理解いただいた上でご審議をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今の部長の答弁見ていると、この条例

の一部改正の理由を重複というのは、これは間違

いでしたと。歴史自然学習センターだから日新の

館は閉館しますと、そういうふうに堂々と言った

らいいじゃないですか。そういう理由だったら何

も重複するなんて違う理由で言う必要全くありま

せん。 
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  そして、まず財政の問題であるんだったら、一

番予算を出してない文化を一番先に削っていくと

いうのが市の方針だというんなら、そういう方針

を打ち出して、もう文化は削るんだぞというふう

なあれでいくんだったら、しようがないから私も

よその町へ住むか何か考えなくちゃならないです。

本当にその辺のところはただごまかして、違う言

葉使ってそうするんだと、そんなことでは本当に

まちはどうなってしまうんですか。本当に市民に

対しては本当のことをやっぱり言っていかなくち

ゃと思います。答弁結構です。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 内容はいろいろわかりました。市の方

針もわかって、それぞれも合併もしたりして、い

ろんな目的が重複していると。そういうことでま

た一元化したいと。そうすると、あそこにある鍋

掛のほうもありますね。あれをその後、廃館にし

た後どうするかというのももちろん考えていらっ

しゃると思うね。そういうことを検討しながら、

３つを諮って、日新の館、関谷郷土資料館は廃止

と。黒磯の郷土資料館、それぞれの廃止にした理

由があると思うんです。残した理由、それをちょ

っと聞かせてください。じゃないと、こうこうこ

うだから、こうだということで市民からあったと

きに我々も話ができますので、それらもそちらの

理由で、いろいろそういう美術品が本当は博物館

にこれも全部して、できるだけ、あそこが狭いか

ら今問題になっているんですけれども、将来そう

いうことであればちょっと拡充するとか、何かで

今言った収蔵庫、そういうのも特殊なやつじゃな

くても、あれぐらいのやつを収蔵できるのをここ

へ持っていったりとか、そういうことも考えられ

るので、そういう長期的な中でこれは廃止と。だ

から全部まとめるよ。あっちもこっちもじゃなく

て、やりたいということであればそれでいいんで

すけれども、その辺のせっかく委員さんが10人も

いて話をしたので、理由があるんですよね。黒磯

だけ郷土資料館何で残っているのか、それを説明

していただければ少し私も納得できるんですね。

そういうことであれしてください。反対の論争じ

ゃない。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 廃止と存続の理由とい

うことなんですけれども、協議会のほうでのお話

し合いの中で、やはり今後活用できるかどうかと

いうことで、黒磯郷土館については学校が年間10

校から十二、三校が見学に来て、それと、あそこ

にはボランティア団体のいろりの会というのがあ

るということで、黒磯郷土館については学校見学

を充実させて、そういったボランティアを活用す

るような形で、ある意味活性化できないかという

ようなことで、そういった余地があるので、黒磯

郷土館は存続というような結論に達しております。

廃止の理由としては、やはりそのあたりが一番協

議会としては中心的なところになったんですけれ

ども、利用する団体、あるいは学校もそれほど見

学がないというようなところで、日新の館あるい

は関谷の郷土資料館は廃止というような方向には

なったわけでございます。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 そうすると、結論で、例えば関谷のほ

うでそういう同じようなことは郷土の歴史を小学

生が勉強に行ったとか、そういう行動を起こせば

残すということになりますか。 

○佐藤委員長 松本館長。 

○松本那須野が原博物館長 そういうことではなく

て、やはり拠点として活動するボランティアとい

うのがいて、やはり案内とかができるというよう

な体制がとれないと、継続して活動するのは難し

いだろうというようなところは出ておりました。 
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○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 現状を見て、一応判断をしたと。関谷

のほうはただあそこで見せているだけ。道の駅が

ある。たまたまあそこに観光局があると。そうい

う形の中で人は見て、動いている。見に行った人

でこの資料を見ていただいて、結構な方があそこ

へ行っていると。ちょっとのぞいて帰るだけでし

ょうけれども、行っていると。そういう活用で終

わってしまったと。ところが、地元でどうするか

というのがないと。今回市のほうでも地元に何か

活用のあれはないかと、そういうことを話をした

ら、地元ではありませんと、こういうことだった

んですね。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 素朴な質問でございますが、関谷郷土

資料館、これ廃館になった後、あそこ借地になっ

ているわけなんで、解体されて借地を返すかとい

う考えを持っているかちょっと聞かせてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 ご存じのように、借地という

こともございますので、あそこのところを観光施

設とかいろんなところで活用できないかというと

ころで、まず庁内のほうに活用方法を検討してい

ただいて、庁内でもちょっと活用ができないとい

うことであれば、借地のほうは建物を解体してお

返しするというような方向性になるかとは思いま

す。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、今回庁内でまだそうい

った議論はされてないという解釈でよろしいんで

すか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 一応そういう最終的な方向性

も庁内では議論をさせていただいております。 

○中村委員 はい、わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 ちょっと維持管理費という部分でお

聞きしたいなと思ったんですけれども、黒磯のほ

うの郷土資料館のほうはカヤぶき屋根というか、

これってふきかえ工事とかというのも経費がかか

ると思っているんですが、そういった部分での維

持管理費というのは今後どのように、やはりこの

まま、きょう見に行っても結構下のほうが上から

斜めになってしまったりとか、あのままではもう

だんだんちょっと崩れていく一方なのかな。確か

にそこを拠点として活動しているボランティア団

体さんはいるんですけれども、維持をしていこう

となると、それなりにまた維持費がかかると思う

んですね。あれだけの規模なんで、わらぶき屋根

の補修とかとなると、ふきかえ工事って1,000万

からかかると思うんですけれども、一方、関谷の

郷土資料館のほうの屋根は、あれは鋼板でできて

いるので、ふきかえ工事はしなくても半永久的に

もつと。土台もしっかりつくられていますし、維

持管理費という部分では関谷郷土資料館のほうが

長もちはするであろうときょう見てきて思ったと

ころではあるんですけれども、その辺の試算とい

うのはされているんですか。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 旧津久井家住宅につきま

しては市の指定文化財でございますので、文化振

興係のほうで維持管理、博物館といっしょにやっ

ております。先ほどご意見いただきましたカヤぶ

き屋根につきましては、平成26年のときにふきか

え工事を行っております。その先の費用につきま

しても1,000万超の費用がかかったところでござ

いますが、カヤぶきですとどうしてもやはり定期

的にふきかえの必要ということで、そちらのほう
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の費用がかかるのは当然でございますし、また先

ほど床が少し傾いているというのもございました

が、実際基礎の一部がちょっと地盤沈下を起こし

ておりまして、若干建物自体が後ろに傾いており

ます。それにつきましても、こちらとしては財政

状況もございますので、財政サイドと相談しなが

ら、計画的に改修ができるようにということで、

年度ごとに調整のお話をさせていただいていると

ころでございますが、一応話、全く放置している

わけではなくて、そういった措置については計画

的にやっていくので行っております。 

  先ほど関谷郷土館のほうが施設の維持管理とし

ては安く上がるんではないかというようなお話が

ありましたけれども、旧津久井家住宅というのは

安政２年に建てられた、いわゆる郷土の歴史を物

語る資料でございますので、そちらのほうがやは

り保全していく必要があるというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○中村委員 関連して１つ聞いていいですか。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 文化財としての保護も重要であります

が、地域の子どもたちが見学会をされて勉強され

ているということでございますと、室内入室禁止

と立っておりまして、せっかく文化財、子どもた

ちがあの建物が老朽化していて入れないというこ

とで、耐震がゼロぐらいの建物ではないかという

感じなので、せっかく見学のためになんていって

入れても、中に入ることができない。遠くから眺

めているというものの施設を維持していくのにも

お金がかかるということであれば、若干言われて

いることと、これからどういう方向に進むかとい

うことの整合性がとれないような気もするんで、

そういったものは耐震なんかの整備もする予定は

あるんですか。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 まず耐震の話ですと、や

はりもともとある建物に土木で手を加えていいの

かというのが、例えば鉄骨とか、そういったもの

で補強するということが、そのものの価値をどこ

まで担保できるのかというのがちょっとすり合わ

せが必要だと思います。 

  ただ、このまま放っておくというのはちょっと

見ていますと、いつか倒壊してしまう可能性もあ

りますので、そういうところで必要な措置はして

維持していくというのが文化財の保全については、

いわゆる手段としては一番妥当なのかとは思いま

す。 

  あと、あの中に立ち入りができないということ

につきましては、実はあそこの津久井家が建って

いるところが都市計画地域でございまして、もと

もとその地域内ですと、いわゆる耐火構造の屋根

を持たない建築物が建てられないという状況でご

ざいまして、平成26年度にふきかえたときも、ふ

きかえをやるに当たって、例えばそれを一度全部

落としてしまって、最初からつくり直すという話

になりますと、建築確認申請が出てくるというこ

とになってきて、認可がおりなかったんですね。 

  ただ、どうしてもカヤぶきでなくなってしまう

と、市内にカヤぶきの古民家の住宅というものは

実際今現存してない状態でございますので、それ

を見せるということが文化財として維持していく

ことの価値にいたしておりますので、中に入る、

そういった立ち入りをするということですと、建

造物扱いになってしまうので、ちょっと厳しいと

いうことで、ふきかえをするときに、展示物とし

てこれは保全を図っていきますと。そういうこと

で中に入ることはちょっと制限させていただきま

すということで、ふきかえをさせていただいた経

緯もございます。 
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  ということで、中につきましてはある程度、中

の構造を見る。きょうも委員の皆様方、ほかのと

ころから見ていただいたかと思うんですけれども、

そういった見学は十分可能です。ただ、中に入っ

て活動するとかという話につきましては、ちょっ

とやっぱり建築法上の制約が出てきますので、そ

の辺はある意味ちょっと痛しかゆしというところ

がございますが、我慢していただきたいというの

がこちら側の考え方です。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 26年に建てかえた後に子どもたちが入

れなくなったんですね。管理されている方があそ

こで子どもたちに語り部的な教育をされているこ

とがございまして、暑いときは縁側に座ったりし

て、お話を聞いていただいているものが急にでき

なくなったのが平成26年か27年かなという気はし

たんですが、それはあそこはちょっとまだ入れて

いた気がしたんですが、その後、ちょっといつ壊

れるかわからないから使ってはだめですよという

話になりまして、入れないんですよということで

何回か陳情いただいたことあるんですが、それも

耐震補強できないということで意味がないという

ことだったんですが、きょう私たちもちょっと表

から見させていただいて、見るのはちょっと奥ま

で見れるんですが、学習の場として先ほど言われ

たので残すんだよということを言われましたので、

子どもたちにあそこの表から見る感じと、とるイ

メージが、中に入って見るとか、中に入って触れ

る感じが全然変わるものですから、残した理由の

中でそう言ってたものですから、それじゃ耐震を

してあげないと何らかの形で意味をなさないのか

なという気がしたもので、そんな質問をさせてい

ただきました。耐震が非常に難しいというのであ

れば、これはやむを得ないと思いますので、理解

します。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 大体わかりました。最初から指定文化

財なんですよということを言ってもらって、そう

いうことをすぱっと答えて、そういうことで何と

か残したいと。そういうことで維持も管理も必要

なので、あそこは残さなくてはならない、そうい

うこと。子どもたちのあれとかそういうのが動い

ているからということがあったものですから、私

も指定文化財と言えば何も言わなかったんだけれ

ども、向こうとは違うんだということをきちっと

言ってもらえれば大丈夫だと思うんですよ。その

辺も先考えて、本当にああいうものをなくしてし

まったときに、壊すのは簡単ですけれども、歴史

文化というのは後でつくれませんので、そういう

のは理解します。 

  それと、その辺の理由ですね、あと借地である

ということもきちっと言ってもらって、そういう

のは皆さんが納得して結論を出せばいいんですけ

れども、いろいろ課題はありますね。そんなので

だめだということではないんですけれども、その

先のことも少し考えたりしていかないと、今言っ

たように勉強しているというのが急に26年からで

きなくなったということになると、今はただある

だけという感じなんですよ。その辺もちょっと検

討もしてもらいたいなという気がしますね。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ここで議論する余地があるか」と言う

人あり〕 

○金子委員 もう言い切ったからいいですよ。これ

議員間討論だろう。 

〔「委員間討議」と言う人あり〕 

○金子委員 じゃ、委員間討議お願いします。 
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○佐藤委員長 ただいま金子委員のほうから討議を

行いたいというのが出ましたので、どのような点

について行いたいかをお願いいたします。 

○金子委員 いや、これを廃止するべきか、またも

う少し考えるべきかということで、まだ討議する

余地があると思います。 

○佐藤委員長 ただいま金子委員より本議案につい

てそういうことの点に関しまして委員間討議を行

いたいとの発言がありましたので、これより委員

間討議を行うことといたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  執行部の退席を求めます。 

  なお、再開前に再度入室していただきますので、

控室となっている第３委員会室で待機をお願いい

たします。 

  ここで委員間討議の前に10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

    （議員間討議） 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

  それでは、ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑はないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 座ったままでいいんだっけ。 

○佐藤委員長 大丈夫です。 

○金子委員 日新の館が廃止になるということを初

めて聞いたときは、あの状況を見てさもありなん

という感じはしました。 

  しかし、余りにも短兵急に廃止だということで、

そしてまた、日新の館にしてもお客さんが余りに

も少ないのはもう十分わかっていましたから。し

かし、だんだん考えているうちに、やっぱりそれ

でいいのかと、市の文化が停滞して逆行していく、

それでいいのかという考えがどんどんむらむら上

がっていったわけです。 

  そして、本当に日新の館がここまで何年も何年

も内外に誇れるような展示をやってきているわけ

です。これからはもうもっともっと市民にＰＲし

て、幾らでも市民に親しまれる美術展示場として

利用、発展することが、させることができるわけ

です。それを本当に突然簡単に廃止してしまう、

しかも鍋掛地区の本当に中心的な存在というのが

日新の館だったわけです。これは廃止したら、後

で大失態に気がつくと思うんです。 

  先日、我々視察に行ってきた奈良県の生駒の図

書館にしても、図書館、次から次にあんなに幾つ

もつくっていって、建物だけつくってどうなのと

いうあれもありましたけれども、本当にそれに、

図書館をつくるだけじゃなくて、その図書館に魂

を入れて、そして図書館で人づくりするんだと、

まちづくりするんだという意気込み、それを物す

ごく感じたわけです。 

  もう今回も、やっぱりそういう文化に対して、

日新の館を人づくり、文化レベルを高めて人づく

りをするんだという意気込みがあれば、こういう

ことにはならないと思うんです。本当にもう残念

で仕方がないんです。 

  これから、もうそれが決まっちゃったらもうど

うしようもないんだけれども、アートを生かした

まちづくり戦略も、こんなすごいことをやるわけ

ですから、それが全然入っていない、頭にもない
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ということ自体がもう本当に不思議でしようがな

いんだけれども。 

  また、関谷の郷土資料館にしても、幾らでも観

光資源になり得るのを、博物館だけで考えている

ともうあれでとまっちゃうかもしれないけれども、

観光局とか産業観光部、企画部そういうところと

一緒になってあそこを、アグリパルを中心に活用

していく、生かしていく、そういうことをしてい

けば、あそこはすごい観光財産になるわけです。 

  だから、それを本当に協議もほとんどしないで

短兵急に答申が出たからもう切りますよというの

では、これは余りにも、それをただただ単に受け

入れて、じゃ次からはじゃこういうことにしてい

きましょうという、次というのはないんです、実

は。次なんて絶対来ない。今これを答申しなくち

ゃ、絶対次はもう生きてこないんです。 

  だから、私はそういうことで、那須塩原市のこ

の那須野が原博物館条例の一部改正には、もう本

当に絶対反対を最後までしていきたいと思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 那須塩原市那須野が原博物館条例の一

部改正については、賛成をしたいと思います。 

  理由なんですけれども、日新の館と関谷郷土資

料館を廃止して黒磯の郷土館は残すという、一言

で言えばそういう条例の改正なんですけれども、

日新の館は、歴史自然学習センターということで

役割はやっぱり終わっているんだろうなというふ

うに思いますし、関谷につきましても、借地だと

いうこともありますし、あれが本物の建物ではな

いということも、やはり残すだけの、維持するだ

けの活用はできないだろうなというふうに感じま

した。 

  黒磯郷土館については、やはり非常に貴重なあ

れは那須塩原市にとっての建物であり、お金はか

かってもきちんと維持をして、子どもたちにあれ

を歴史の一つの展示物として、資料としてきちん

と維持をしていっていただくことで、残すべきだ

と思います。 

  今回のこの条例の改正につきましては、やはり

幾つかの問題点があったと思うんです。 

  １つは、執行側の、やっぱり簡単にこの条例の

一部改正だといってぽんと出してきてしまった部

分については、やはり私たち議員に対して説明が

足りなかったんだと思います。 

  １つは、やっぱり博物館をどうしていくのか、

那須塩原市が文化の拠点として幾つかあるんです

けれども、博物館をどうしていくかというビジョ

ンをきちんと示さない中で、これは廃止するんだ、

これは継続するんだと出してきても、非常に議論

がしにくかった、わかりにくかったということが

あります。 

  博物館に関しては、今回こうやって施設を２つ

なくす、１つは残すということで、これまでの懸

案事項であった収蔵館をきちんとやはりつくらな

ければいけないと思います。そうしないと、あそ

こにあるものを、その日新の館を収蔵施設にして

いくんだというふうに、収納施設と言いましたか、

というふうにおっしゃいましたが、それだけでは

やはり条件が整っていないので、きちんとそれを

やらなければいけないというふうに思います。 

  ですから、これを条例を改正して、なくすもの

ができたということに関しては、ビルドの部分で、

今ある博物館をきちんと、何というんですか、必

要なものをつくり、人も配置して学芸員もふやし

て、収蔵庫は予定どおり、あるいは予定よりもう

少しきちんとしたものをつくっていただいて、那

須塩原市のやっぱり博物館として、遺産にもなっ

ているわけですから、いろんなところが。テレビ
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にも出ているわけです。そこで来たら何も施設は

整っていなかったなんてならないようにしていた

だきたいと思います。 

  それから、先ほど公共施設の管理計画があって

というお話をしていましたけれども、そのこと、

それは１つずつのものをなくす、なくさないじゃ

なくて、やっぱり市全体の建物の、やはりどうい

うものをどういう目的で残すのか、どういうもの

をどういう目的で廃止するのか、統合するのかと

いうことを、きちんと執行側では議員に対して説

明をしていただいて、その中でこれはこうするん

だという説明をしていただかないと、判断ができ

ません。 

  だから、今回、物すごく時間がかかったわけで

すので、そこのところは今後、この教育部門だけ

でも建物たくさん持っていますよね。それが統廃

合の対象にもなっていますので、これからこうい

うことが起きるときには、事前にきちんと説明を

していただいて、何というんですか、事前のディ

スカッションも必要だし、説明も必要だし、やっ

ぱりきちんと議論をした中でこういうものを出し

てきていただきたいと思います。 

  そして、地元の人の意見がということもありま

したけれども、もう決まってしまってからこうな

るんだよではなくて、ある程度のやはり情報収集

はしていただきたいです。 

  それから、博物館協議会に対しても、多分です

よ、きちんと博物館をどうするんだということを

本当に話し合っていただけていたのかどうかとい

うのはちょっと疑問があります。きちんと根本的

なところから博物館をどうするんだ、それには、

これにはこの施設はいるんだ、いらないんだ、こ

れはどうするということを、せっかく諮問機関と

してある協議会ですので、そういうところの意見

をきちんと、ありきではなくてまとめていただき

たいというふうに思います。 

  一部改正の条例は、いたし方ないということで

賛成はいたしますが、やはりこれを決めていくに

当たっての手続についてはこれからしっかりして

いただきたいですし、来年度の予算に関しても、

博物館に対してはそれなりの予算を私はつけてい

ただきたいということを申し添えて、賛成の討論

といたします。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 重なるところがありますが、やはりこ

の博物館の機能をどうやって持たせるかと、今ま

での田空もあったり、今度は日本遺産になったり、

相当、博物館拠点になりますよね。ただ展示した

いろんなものをやっただけの博物館ではなくて、

今この日新の館もこっちへ巻き込む、そういうこ

とになれば、郷土の歴史のやつ、いろんな展示、

開拓の歴史のやつも展示していますよね、そうい

うのを含めて地域にいろんなやつがあるわけです。

その拠点になるということをまず頭に置いてもら

いたいなと。 

  そして、やっぱり市の一体化をするためには、

いいんです、鍋掛にありました、どこにありまし

たというのが同じ目的なら、博物館を拠点にして

いろいろ出していくと、その辺の博物館のこの運

営を、田空の問題ともちょっとあれしていますよ

ね、場所のどうのこうのと、その辺もきちっと、

あの人たちも結局サテライトの案内などもかつて

はやっていたわけです。そういう今度ボランティ

アをつくるところに、それがあるところはいち早

くできますでしょう。そういう協力を得るために

も、いずれつくらなくちゃならないでしょう。あ

るものを生かしながら、それを開拓しながらプラ

スしていくと。 
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  そういう意味で、今回、これが終わりました、

条例案通りました、よかったねじゃなくて、博物

館のほうを、多分僕、きょう横断になると思うん

ですけれども、市として観光資源とかいろんなの

にもつながっていくわけですから、その辺は教育

部局のほうからこういう意見が出たということは

執行部のほうには伝えて、全体でもう那須塩原市

をどうするかと、そういうことの考えたいろんな

ルールやっていただきたいなと。 

  そういうことで、この条例はそういう意味で賛

成して、こらからやっぱりスタートだと、条例改

正でスタートだと思っていますので、ということ

で賛成討論といたします。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 そのスクラップ・アンド・ビルド、

公共施設に関してこれはとても大切であると、も

うほかの委員さんたちとも意見は重なるところで

はあるんですが、例えばこれが学校の統廃合とい

った場合には、物すごく丁寧に地元の説明会等も

行っていると思います。 

  そういったことというのはとても大切なことで

あって、今回の博物館に関しても、本当だったら

ば、やはり地元の方の説明会というのもきちんと

丁寧にやっていくべきであって、その上で答申を

やって、じゃこれからどうするというふうにして

いくべきだと私は考えております。 

  本当にこれが最初の事例にはなっていくかとは

思うんですけれども、やはり条例が決まったあり

きでの説明ではなく、下からの本当にボトムアッ

プといいますか、そういった意見なんかも、説明

会やっても地元の人も来ないかもしれない、そん

なに思ったよりも人数は来ないかもしれないけれ

ども、でもやはり聞くんだという姿勢は大切であ

ると思いますので、そうしたやはり今後の姿勢と

いうことも含めた上での検討ということでしてい

ただければと思います。 

  この条例に関しましては、やはり経費の部分も

ありますし、やはり賛成はいたしますけれども、

今後の対応ということに関しては、先ほど平山委

員がおっしゃったように、学校資源としてはなか

なか教育の分野では使えなくても、ほかに使い手

があるかもしれない、もしかしたら民間のほうで

使いたいという人もいるかもしれない、さまざま

なそういった分野も広げながら、もしかしたら市

のプラスになるような部分もあるかもしれないの

で、そういったところも探りながら検討していっ

ていただければと思います。 

  条例に関しては賛成討論といたします。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第112号 那須塩原市那須野が原博物館条

例の一部改正については……。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 議案第112号 那須塩原市那須野が

原博物館条例の一部改正についてを原案のとおり

可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 挙手多数と認め、よって議案第112

号 那須塩原市那須野が原博物館条例の一部改正

については原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続きまして、予算常任委員会（第二分科会）に

切りかえて審査をいたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第94号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  当局の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井生涯学習課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、先ほどのまず１ページの

社会教育費補助金と、県の、２ページの県の社会

教育費補助金で36万1,000円ずつで、残り市が３

分の１を負担するということだったんですが、こ

れの歳出はどこに出てくるんですか。出てこない

んですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、もと

もと歳出予算ということで予算を計上させていた

だいておりまして、財源が市の単独ということで

今まで見ていたものなんですけれども、今回、国

と県の補助金がいただけるということがありまし

たので、財源のほうをこちら県と市のほうが、国

のほうの分を充てるというような補正というよう

な内容になります。歳入がふえるというだけです。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 10ページの鍋掛公民館の、建築基準に

よって1.2ｍ以上のものを、石塀を修繕するとい

うことです。 

  そうすると、これを修繕すれば、市内の公民館

のブロック塀は全て1.2以上のものはないという

ことでよろしいですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 緊急性があるものということ

で、今回の補正予算でちょっと要求をさせていた

だいておりますけれども、まだ1.2ｍを超えるよ

うな壁があるところが箒根公民館等でまだござい

ますので、そちらにつきましては来年度の当初予

算の中でちょっと計上させていただきたいなとい

うふうに今のところは考えているところでござい

ます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、今現在ある公民館は、箒

根だけが残っているということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 あとは、鍋掛公民館のこの門

柱のほかに、グラウンドの周りを同じようにブロ

ック塀が囲っているところがあるんですけれども、

そちらについてもまだ1.2ｍを超えているという

ところがありますので、今のところ必要なところ

というと、箒根公民館と鍋掛公民館というところ

が残っているということになります。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （公民館開館時間前の対応について。

午前９時からの利用者に対する、開館時間前の準

備時間確保の要望） 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 （狩野公民館多目的ホールの地域から

の評判及び稲村公民館新棟建設のスケジュールに

ついて） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 生涯学習課の皆さんからは何かござ

いませんか。 

〔「今ご質問いただけましたので大丈夫で

す」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４９分 

 

再開 午後 ３時５７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査に

入ります。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第94号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 （議案第94号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 今、一番最後の三島体育センターのネ

ットフェンスじゃない壁の話の間隔の話なんです

が、具体的によくわからないんです。もう一度説

明していただけますか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 こちら、ブロック塀なん

ですが１面ありまして、控え壁が２カ所ほどその

ブロック塀のほうについているような状況でござ

います。その控え壁の間隔の間が3.4ｍというこ

とで、4.7ｍほどございます。 
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  また、両端につきましては、その控え壁が立っ

ていないような、げたを立ち上げたような形の控

え壁と壁があるというような形になっているよう

な状況でございます。壁がございますと、中間地

点にこういう形で控え壁が２カ所ついているよう

な形。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 控え壁というのがよくわからないんで

すが、ちょっとどういうものか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 控え壁というものは、壁

が立っておりますところに、その壁が揺れて倒れ

ないように補強するためというような形でつけて

あるものなんですが。 

○山本委員 写真見せてもらって 

○織田スポーツ振興課長 こういった形のもので。 

○山本委員 これの幅があって、短くするというこ

と。わかりました。了解しました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 言葉がわからないのと、それとやっぱ

り家庭になかなかないものなので、もうちょっと

わかりやすくこういう図を初めからくれるとか、

あるいは現場を見てくださいというふうに言って

くだされば、例えば視察のときに寄るとかできる

ので、今後はわかりにくい、専門家ではないので、

わかりやすい説明をしていただければと思います。

すみませんでした。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 以後、気をつけさせてい

ただきます。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 スポーツ振興費の中の2001事業の中で

報奨金なんですが、課長の説明ですと４月から12

月までに377名の方が該当されて、お金がなくな

ったという話でございますが、当初予算の中では、

これは12月までの予算として計上されていた結果

だったわけですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 当初予算のほうにつきま

しては、１年間ということで見込んではおりまし

たが、こちらのほう、その年に関東大会以上の大

会に何人が出場できるかというのは、正直見込み

がつかないというような部分もございますので、

一応みたいな形で400万円ということで予算のほ

うを確保させていただいているものでございます。 

  実績に応じまして、不足が生じた場合には補正

予算で対応するというようなことで、当初財政当

局のほうと協議のほうを行いまして、今回は不足

が生じるというようなことから増額の補正をさせ

ていただくものでございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 当初、そういった考えのもとに予算が

編成をされていたということで、今聞いて初めて

わかりましたので、その中で、これから１月から

３月までに95名ぐらいの方が見込まれるというこ

とでございますが、どういったスポーツの関係の

方なのか、わかれば詳細を教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 人数の見込みについてで

ございますが、まず国際大会、世界大会、アジア

大会の出場につきまして、６名ほど人数のほう見

込んでございます。こちらにつきましては、直近

の３年間の中で国際大会に出場された方ですので、

そういった方がまだ現役でそのスポーツを行って

いるというようなこともございまして、そういっ

た方で国際大会で６名、人数を見込んでございま

す。 

  そのほかに、直近３年間とことしの推移のほう

を見ながら、全国大会のほうが65名、関東大会が
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37名ということで内容としては見込んでおります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 スポーツの種類はどんな種類でしょう

か。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 国内の全国、関東につい

ては、そのスポーツ等の種類ということですと見

込んではおりませんが、国際大会のほうにおきま

しては、水泳が１名、スキーが１名、馬術が２名、

射撃が１名ということで世界大会を見込んでござ

います。また、アジア大会については野球が１名

ということで見込んでございます。 

  なお、支出はまだでございますが、既に国際大

会のほうで水泳と馬術につきましては、国際大会

に出場するというようなことでの情報のほういた

だいておりますので、今後の中でそういった支出

が見込まれてくるということは間違いないかと考

えてはございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 るる細かい話聞いてわかりました。 

  そういった方は、毎年活躍されている方ですの

で、当然、当初予算のときにこういった方が大会

に出られるだろうという予測は立てて予算編成は

組んでおられましたでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 こちらが、ことしの中で

はちょっと例外的なものがございまして、一応予

算の編成に当たりましては過去の大会と、そうい

ったものは実績に加えて行っているところでござ

いますが、今年の中では射撃ということでの国際

大会出場されている方が非常に多く、今年度にお

きましては既に世界大会で７回、アジア大会で２

回、それ以外は全て射撃というような形の支出と

いうことになっておりまして、こちらのほうが昨

年度まででは実績がなかったものですから、その

辺が見込んでいなかったというようなところがご

ざいまして、予算の中ではちょっとこういったと

ころで少し不足気味になっているような状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 わかりました。 

  そのように那須塩原市民の方が世界に羽ばたい

ているわけですから、しっかり手当てをしていた

だくのと同時に、ぜひ広報なんかも使って世界で

活躍されている方を広報していってやるのも、市

民に周知するのもいいんじゃないかと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （スポーツ施設における指定管理制度

のメリット及び大会等の準備に係る朝の利用時間

の対応について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 （スポーツ施設の利用時間における柔

軟な対応について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 （スポーツ施設職員の普通救命講習会

の対応について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 スポーツ振興課の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査を

終了いたします。 

  これで教育部の本定例会における審査は終了と

なりますが、教育部全体を通して、そのほかで何

かございますか。 

  小泉部長。 

○小泉教育部長 今回、12月議会の議案ということ

で、先ほど生涯学習課、所管課ということで条例

の一部改正という案件を提出させていただきまし

た。 

  ちょっと議員の皆様に審議の上で混乱を招くよ

うな状況になったということを反省しまして、真

摯に受けとめまして今後、同じような形でまた提

案することがないよう努めてまいりたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたしたいと思

います。 

○佐藤委員長 それでは、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時２３分 

 

再開 午後 ４時２４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 ここで事務局より事務連絡がありま

す。事務局どうぞ。 

○磯書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで本日予定をしておりました審

査事項を終了しました。 

  委員の皆さんにおかれましてはあす10時より委

員会を再開いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上で本日の福祉教育常任委員会を散会いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時２６分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 
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－52－ 

市 民 係 長 君  島     忍 
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課 長 

相  馬  智  子 
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兼児童係長 

高  橋  美 由 紀 保 育 係 長 本  澤  英  紀 

保育係副主幹 相  馬  恭  子   

 

出席議会事務局職員 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 
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   〔市民課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第 ９４号 平成３０年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

   〔社会福祉課〕 

    ・議案第１１５号 那須塩原市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 
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    ・議案第１１４号 那須塩原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

             部改正について 
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  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さんおはようございます。 

  散会前に引き続き、会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○佐藤委員長 これより保健福祉部の審査を始めま

す。 

  審査に先立ち、田代保健福祉部長からご挨拶を

いただきます。よろしくお願いします。 

○田代保健福祉部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより、予算常任委員会（第二分

科会）に切りかえて、審査をいたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの報償金の件で、相談件数がふ

えているということだったんですが、その相談が

ふえる要因とその内容を伺いたいと思います。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 相談件数につきましては、ま

ず、子育て世代包括支援センターというふうな位

置づけで保健センターをそれぞれ機能させており

ます。 

  その中で、妊娠後期相談事業、これは、おおむ

ね妊娠28週以降のママとなる方に電話等で直接連

絡をさせていただきまして、今の状況等また不安

等、何か相談事があるかどうかの確認をさせてい

ただいております。この連絡につきましては、全

ての妊婦さんのほうに連絡をさせていただいて、

出産後にこういった訪問を受けるか受けないか確

認いたしまして、実施をしております。 

  初めての出産を控える方については、やはり出

産後の育児等も含めまして、そういった不安を抱

えている妊婦さんがかなり多いというふうに考え

ております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今のところ、同じところなんですけれ

ども、先ほど里帰り出産がふえているという説明

がありましたが、里帰り出産をするということは、

ご自分のお母さんがいらっしゃって、相談ができ

るような気がするんですが、今の質問の妊娠後期

の電話で連絡しての相談がふえているということ

との関連と、その里帰り出産をする方でも電話を

して、そういうことも確認をしているかどうかを

教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 里帰り出産が多い傾向にある

ということなんですけれども、これは、やはりご

自身の実家で精神的に安心な気持ちでという、安
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全な出産に向けての裏返しであろうというふうに

考えております。 

  里帰り出産が多い傾向にありまして、里帰りす

る時期なんですけれども、妊娠の９カ月ごろから

お帰りになる方が多いというふうに捉えてござい

ます。 

  その方の妊娠28週以降のこの相談事業につきま

しては、まだ市内に滞在をしているとき、また、

里帰りされた方でも、里帰りのほうに連絡がつく

方については、連絡をとっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その点はわかりました。 

  もう一つ、扶助費のほうのふえている理由は、

里帰りがふえて、償還払いがふえたというんです

が、償還払いがふえるとお金がふえるんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 扶助費につきましては、当然、

私どもの市と委託契約を結んでいない医療機関等

の健診のことになりますので、そちらで一旦全額

を自己負担するという形をとらざるを得ないとい

うことになりますので、後に市のほうへ請求して

支払うと。ですので、扶助費がふえてしまうとい

うことになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、そもそも市内とか決まってい

るところで健診を受ければ、お金は要らないわけ

ですよね。これは、そういうことができないとこ

ろでの妊婦健診を受けた方が一旦自分で払うので、

後で請求すると、それを返すためにというのがこ

この扶助費の部分で入ってくるということで、そ

れが見込みよりも多かったということでいいんで

すか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 委員おっしゃるとおりでござ

います。 

  扶助費がふえるということになりますので、当

然、委託料のほうは減るであろうというふうにな

ります。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 健康増進課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時１４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより、予算常任委員会（第二分

科会）に切りかえて、審査をいたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山形委員。 

○山形委員 先ほどの施設に火災警報で消防署のほ

うに伝えるということですが、この設置は義務と

か努力とか、そういうふうなものはあるんですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 施設の状況によって、消防法

の中で義務化されているものとそうでないものが

ございます。 

  今回設置している施設につきましては、補助要

件が500㎡以下の施設ということで条件がついて

いますので、こちらは義務化された施設ではあり

ません。施設のほうでつけたいということで、補

助事業を活用してつけていただくという状況でご

ざいます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その２カ所以外の設置状況なんかはど

うなっていますか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 義務以下の事業所ですので、

義務があるところについては消防署のほうで必ず

確認をしていただいていますし、市のほうでも、

実地検査等で確認等させていただくこともござい

ますけれども、そのほか義務化されていない事業

所については、現在のところでは把握はしていま

せん。ぜひ調査のとき確認をさせていただくとい

うことで考えております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、市のほうでは、そういう

ふうに定期検査とか、そういったものは行ってい

ないということでよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 報知器に関しての検査は行っ

ていません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ
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き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１００号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第100号 平成30年度那

須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 （議案第100号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 債務負担行為が平成30年から36年まで

で6,700万ということになっておりますが、実際

にかかる経費としては、何年度にどのぐらいとい

う、そういう内訳の見込みはどういうふうになっ

ているんでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 負担行為の中で30年度につき

ましては、予算のほうはかかりません。準備費分

ということになると思うんですけれども、以降、

31年度が673万1,000円、32年度から35年度まで、

それぞれ1,346万1,000円、最終36年度が673万

1,000円ということで、10月以降ということです

ので、初年度と最終年度は半年分ということにな

るかと思います。 

  以上です。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第100号 平成30年度那須塩原市介護保険

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可
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決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第100号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 高齢福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより、予算常任委員会（第二分

科会）に切りかえて、審査をいたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、討

論、採決 
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○佐藤委員長 次に、議案第96号 平成30年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第96号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 １点だけちょっと、中身の内容ではな

いんですが、議案資料の16ページ、これは資料で

すので問題ないんだろうと思うんですが、議案第

96号の資料ということで、「今回の補正予算は、

年内に不足する経費の追加等について必要な予算

措置を行うものであります」というふうになって

いますが、中身は追加のみなんだろうと思うんで

すけれども、その中にこの追加等とついている、

その「等」は何を指すのか、お伺いできればと思

うんですが。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらにつきましては、追加

のみでございます。「等」というところにつきま

しては、こちらがついてしまったことは、大変申

しわけございません。今後気をつけていきたいと

思います。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 先ほどの債務負担行為の中で、シティ

プロモーション課が一括して行っていたというこ

となんですが、今年度、そのシティプロモーショ

ン課からなぜこういうふうに各課に振り分けられ

て、こういう債務負担行為がきたのか教えていた

だけますか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらにつきましては、これ

まで一括してシティプロモーション課で契約等を

行っていたんですけれども、実際にそのシステム

を運用している各担当課のほうが、より詳しく業

務の運用ができるということで聞いております。 

○山形委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第96号 平成30年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９８号の説明、質疑、討
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論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第98号 平成30年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第98号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第98号 平成30年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第98号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 国保年金課の皆さんからは何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会（第二分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井市民課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかに委員の皆

さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 市民課の皆さんからは何かございま

すか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時４８分 

 

再開 午前１０時４９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１５号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 議案第115号 那須塩原市地域活動

支援センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 （議案第115号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず使用料の件なんですが、これまで

設置されていなかったものが、今回、使用料の納

付期限を設置するというふうに理解をしたところ

でございますが、これも上位法によってというこ

となんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 申しわけございません。こち

らの納付期限につきましては、上位法の改正に伴

うというものではなくて、今回の条例見直しに伴

いまして、今まで納付期限というところがなかっ

たということで、新たにつけ加えたということで
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ございまして、上位法の改正に伴うということで

はなく、上位法の改正に伴った中の改めて追加と

して、別として改正した、そういったことでござ

います。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今までなかったものを追加する理由を

伺います。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 今までは、いわゆる慣例とし

て、実は納付期限というものについて、従来につ

いては設置をしていなかったということであった

んですけれども、やはりこの使用料について、じ

ゃ、いつまでに定めるのかということについては、

これは定めることは今回必要だろうということで、

総務課等と協議をした結果、そういった経緯にな

ったということでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これまでなかったところについてのふ

ぐあいがあったということではないということで

すか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 実はこちらにつきまして、使

用料が、実務上といいますか、実際的にこちらの

施設を使っている方が非課税の方ということで、

実質的に使用料自体が発生していなかったという

のがずっと今まで来ておりまして、その発生がし

ていないということで、使用料を納めること自体

がそもそもは今の現状なかろうというところもご

ざいまして、そこについては、前回、設置条例を

定めた際には、そういったことも勘案したかどう

かは不明でございますけれども、そこについてま

ではやっていなかった。 

  ただ、この後、将来的にそういった事例、この

後はそういうふうに実際そういう事例も出てくる

ということもあるかもしれない。そのときにはや

っぱりきちんと今のうちから納付期限を定めて 

おくべきだろうだろうということで、そういう経

緯でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第115号 那須塩原市地域活動支援センタ

ーの設置及び管理に関する条例の一部改正につい

ては原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第115号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）に切りかえて審査をいたします。 
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  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出の５ページの障害者福祉サービス

費の給付費がふえているところの部分で、特に放

課後デイ・サービスがふえているということだっ

たんですが、これはお子さんが、大山にある学校

に通っている人のデイ・サービスということなの

かと思うんですが、少し説明をお願いしたいと思

います。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 今ご質問の放課後デイ・サー

ビスということでございますが、こちらにつきま

しては、学校が終わった後と、それから学校がお

休みの日に、その障害をお持ちの方の子どもさん

について、例えば日常生活の訓練という形をした

りとか、あとは、例えば日常生活だけではなく、

学校内で生活する、という方もいらっしゃいます

ので、そういったところの振る舞いかたというか、

そういう形についてのその訓練とか、そういった

ところをしているということでございまして、あ

とはもう一つありますのが、この後出てきますけ

れども、日中一時支援という、これは地域生活支

援事業の話になってくるんですけれども、そこの

一時支援のサービスと一時支援というのは、学校

が終わった後、放課後デイ・サービスをしていく、

その後、親御さんは働いていらっしゃったりとい

う家庭がございますので、放課後デイのサービス

が終わった後、日中一時支援というサービスを引

き続きそこで受けていって、そこの受けた後、ち

ょうどその時間帯、親御さんが帰ってくるまでは、

この後説明する一時生活支援事業で一緒にプラス

して、お子さんを預かり、訓練をしていくような

形、そういった流れでこの放課後デイ・サービス

については利用されていくということでございま

す。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、今のその障害者福祉サ

ービスと障害者地域生活支援の部分はつながって

いるということになるかと思うんですが、先ほど、

日中一時支援については施設がふえたというふう

にご説明いただいたと思いますが、放課後デイ・

サービスの施設とこの日中一時支援の施設という

のは一緒ではなくて別だということなんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 一般的にはそういう形という

ことなので、やはり同じ施設でやられているとこ

ろが多いということでございますが、全部が全部

一緒というところではないということがあります。

ただ、ほとんどは今の流れで使っているのが一般

的な流れというところでございまして、全部が全

部一緒ではない、でも大半は一緒というところで

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先日、所管事務調査で京都に行ってき

たときに、そこの施設は学校、小中高とあったん

ですが、そこもこの放課後デイ・サービスがふえ

ていて、親御さんが働いていることが多いのでと

いうことで、送り迎えをタクシーを使って、つま

り迎えに来てくれていたんですね、そのデイ・サ

ービスの方が。そして、そのそれぞれの施設に移

って、今度、そこへはお母さんやお父さんがお迎

えに来るというようなことで、とてもそれを使う

方がふえているんだというようなところを視察し



－64－ 

てまいりました。 

  那須塩原市においては、先ほど、多分、普通の

学校のとおっしゃいましたので、大山の学校だけ

ではなくて、小学校なりのところにいらっしゃる

方もこの放課後デイ・サービスを使っていらっし

ゃるんだというふうに理解をしたんですけれども、

システム的にそこには、施設の方がそれぞれの学

校にお迎えに来てくださって、例えば同じ施設で

放課後デイ・サービスと日中一時支援をやってい

ればそこにずっといて、親御さんが迎えに来れば

いいですけれども、例えば違ったりするとまだ移

動しなきゃいけないということもあると思うんで

すが、すみません、そこら辺のところの那須塩原

市の現状をもう少し説明していただけますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○関谷障害福祉係長 まず、放課後等デイ・サービ

スにつきましては、那須塩原市においても学校ま

で事業所の方が迎えに行って、送迎がついており

ます。法定サービスにつきましては、従業員の勤

務時間等も法律で定まっていますので、余り遅く

まではやれないんです。そうしますと、親御さん

のお迎えの時間が遅くなりますと、そのオーバー

した部分については日中一時支援に切りかえて引

き続きお預かりをするということで、日中一時支

援と放課後等デイ・サービスを同じ施設で運営し

ているというところが多い状況になります。 

  逆に放課後等デイ・サービスしかやっていない

事業所になりますと、朝早い時間とか夜遅い時間

というのはお預かりできませんので、なかなか日

中働いている親御さんについてはそういった事業

所は利用しづらい形になっているのかなというと

ころが現状としてあります。 

  逆に日中一時支援しかやっていないところとな

ると、やはり学校との連携という部分でなかなか

うまくいかないところがあるので、土日を中心に

預かったりとかというようなすみ分けがされてい

るのが現状になります。 

  ただ、親御さんのライフスタイルですとかニー

ズを鑑みますと、やはり同じ施設で日中一時支援

と放課後等デイ・サービスが併用されるのが一番

使い勝手がいいサービスの形態なのかなというと

ころでは認識をしておりまして、ニーズも多いこ

とがありまして、新規施設が開設される件数がこ

こ近年多くなっている現状があるという状況であ

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 使い方の面でわかりました。それで、

普通のお子さんの場合のその放課後デイ・サービ

スについては、施設の数とか生徒さんの数とかも

よくわかるんですが、すみません、障害者の方、

障害児のことですね、については余り見に行った

こともなくてわからなかったんですが、現状とし

てはふえているというのはわかりました。 

  それで、現在、那須塩原市の中で、このデイ・

サービスをやっているところとその一時支援をや

っているところの施設の数と通っていらっしゃる

お子さんの数がわかれば教えていただきたいと思

います。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 まず、放課後等デイ・サービ

スの市内の事業所の数につきましては、８施設で

ございます。定員がそれぞれ１事業所10名ですの

で、１日につき80人まではお預かりすることがで

きるというような現状になっております。 

  日中一時支援の利用者の数につきましては、市

内で５施設ございます。それから、そこに加えま

して新規で開設した事業所がありまして、放課後

等デイ・サービスにつきましては、30年度に入り

まして４施設、新規でオープンしておりまして、

日中一時支援につきましても３施設の新規事業所
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の開設がありました。 

  利用者数につきましては、放課後等デイ・サー

ビスは203人の利用実績で、日中一時支援の利用

人数については108人になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど一番最初に、サービスの利用日

数とか人数についてはふえているけれども、利用

者がサービスを受けることに関して制限はできな

いんだという前提があるということでこれだけふ

えるということだったんですが、確認なんですが、

これは放課後デイ・サービスとか日中一時支援に

は、使われる方は全くお金は要らないということ

で確認したいんですが。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 一応、法定サービスの部分に

ついては、課税世帯になりますと原則１割負担と

いうのがございます。それに加えて、おやつ代で

すとかそういった実費分がかかってまいります。

日中一時支援につきましても、法定サービスを補

完するサービスなので、法定サービスに準じた料

金体系になっておりますので、同じようにおやつ

代ですとか、課税世帯でしたら１割負担というの

がかかってまいります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり１割負担とおやつ代のほかは全

て市のほうで見てあげているということで、学校

に迎えに行ってその施設まで行くものも全てお金

は要らないということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 送迎につきましては、やはり

公費のほうで送迎加算というものが算定できるこ

とになっておりますので、公費からの負担になる

ということになります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの財産売払収入の件で、つくし

のまず敷地、何ｍぐらいセットバックするものな

んでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○関谷障害福祉係長 大田原土木事務所から示され

た図面によりますと、道路境界から10ｍほどセッ

トバックするというようになっております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、作業されている建物にか

かるんではないかなと思うんですが、どうなんで

しょうか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 今のところ現況としましては、

建物にはぎりぎり当たらないんですけれども、現

在設置してあるプレハブ小屋にはかかってしまい

ますので、それは構内、敷地内でどこかに移転し

なければいけないというような状態になると思い

ます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、そのつくしの事業運営に

ついての、今後、敷地をセットバックすることに

よっての支障というものは発生しないという理解

なんでしょうか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 現在のところ建物には影響し

ないので、中でやっている作業については影響し

ないものと考えておりますが、駐車場とか、それ

から下請の業者さんの納品作業でトラックが入っ

たりすることがあるんですけれども、そちらの進

入路については若干検討しなければいけないかな

と考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、それが平成32年に着工

ということなので、それまでには対応するという

お考えだということでしょうか。 
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○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 施設の特性上、やはり環境の

変化が起きますと利用者が混乱してしまう可能性

がありますので、この件に関しましては大田原土

木事務所と協議をしまして、道路改修工事が始ま

るまでは現状のままで残していただいて、道路改

良工事が始まる時点で、道路の計画地にかかって

いる部分は大田原土木事務所が撤去する。それに

あわせて那須塩原市のほうが、フェンスだったり

門扉だったりというものを新設する。同時期に工

事を行うという調整を図っていこうということで

方針決定をしております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 ５ページです。中国残留邦人支援給付

金ということで、長期入院されて、国からは４分

の３、市からは４分の1,174万3,000円、この中国

残留邦人という方々の定義というか、どのような

方々が対象になるんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 こちらの中国残留邦人の定義

ということでございますが、考え方といたします

と、中国残留邦人、その円滑な帰国の推進をして

いった中、永住的に帰国した中国残留邦人、それ

からその邦人の特定の配偶者、ここについてを中

国残留邦人ということで、その方々の自立支援を

この事業で行っていく、そういった形になってい

ます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、那須塩原市は何世帯です

か。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 ３世帯で５人ほどが現状でご

ざいます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その３世帯５人の方々が、ちょっと言

葉は不適切、お亡くなりになられちゃったら、こ

の給付金の制度は全てなくなるということですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 那須塩原市内に３世帯５人の

方がいらっしゃいますが、その方々が例えば転出

なさったりお亡くなりになったということがあっ

たとしても、またほかから転入ということも考え

られなくもありませんので、ということでござい

ますので、状況状況によってという話にはなって

くるのかと思います。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この中国残留邦人の支援

給付費のその制度上の概念として、市が４分の１

を負担するその制度の上の概念というのはどうい

うふうに理解すればいいんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 これは制度上というか一般的

に考えた中で考えますと、多分持たれるイメージ

というのは、こういった中国残留邦人について、

これはあくまでも国策であろうと、そういったイ

メージを多分皆さんはお持ちだと思います。それ

を市町村は、これは４分の１持つ、そこについて

は、確かにそういう疑問というか、何でかなとい

うふうに思う方が大多数を占めるのかなというこ

とは私も認識をしております。私から言えること

は、そこについて、国からのその制度として、こ

の負担割合、市のほうも４分の１を見るというこ

とについては、もう制度として確定しているとい

うことでございますので、私から言えることはそ

こまでということでございます。申しわけござい

ません。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 実はその理解としては、いわゆる中国

残留邦人の方のもともとの出身が、例えば那須塩
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原市の方が移住して、そちらにその後継者の方と

いう認識が実はあったんですが、先ほどの説明だ

と、一旦その方が亡くなっても、またどこかから

転入してくる可能性があるという説明だったので、

そうすると、もともと那須塩原市ご出身の例えば

お孫さんだったりとかひ孫さんだったりとかとい

う、そういうことは別に考えられているわけでは

ないという認識で、さっき、説明だとそういうふ

うに聞こえたものですから。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 おっしゃるとおりでございま

して、もともと那須塩原市にいてということであ

れば、一般的なイメージからすると、その理解が

得られるのかなというところはございますが、そ

の方々が那須塩原市に転入して、那須塩原市のい

わゆる戸籍というか、那須塩原市の住民になった

ということになってきますと、そこについては、

国の制度上はやはりそれについても市の負担があ

る制度になっているところでございまして、一般

的な気持ちからすれば、そういったところはちょ

っと疑問符が残るというところも理解というか認

識はしておりますが、制度上はそのようなことに

なってございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 ７ページの生活保護費の燃料費が、車

両用燃料11万7,000円、訪問回数がふえていると

いうことですが、これはふえている主な要因はど

ういったことですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 訪問の回数については、その世帯

の状況に応じて、３カ月に１回であるとか２カ月

に１回であるとか最低限度の規定はございますが、

臨時に必要が生じたときには当然訪問していると

いう実態がございます。 

  最近のケースの傾向も、全体的には生活保護の

件数自体は減ってはいるんですが、死亡により廃

止になるケースがここ最近は多くなっています。

やはり死亡に伴う対応となりますと、１回訪問し

て終わりということにはやはりなかなか終わりま

せんので、亡くなる前にも当然入院の経過があっ

たりしますので、病院にも何回か、自宅にも何回

かというふうな訪問が、全部で今730世帯ほどご

ざいますので、累積していくと、市内は距離が結

構ございますので、病院になると市外にまで出か

けることもありますので、燃料費として、あと燃

料価格が高騰しているというところも背景には当

然ございますので、燃料費が不足しているという

状態でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、市内広域で、ガソリン代

も高くなっているということで了解したんですが、

その訪問をしたとき、どんなふうな感じで、訪問

内容ですか、業務内容はどういうふうな感じで、

この生活保護を受けておられる方に、訪問のその

内容を教えていただけますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○渡辺保護係長 訪問の目的については、その世帯

員の方、高齢なのか障害なのか、あとは傷病なの

か、その世帯の状況に応じて当然目的は変わって

きますけれども、一番今ケースが多いのは高齢単

身の世帯になりますので、日常生活の様子、そち

らを確認すること、それが一番の目的となってお

ります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 この車両の燃料費なんですけれども、

例えば訪問する回数をふやすことによって、確か

に業務もふえてくるとは思うんですけれども、ガ

ソリン代もかかるから訪問は余りしたくないと、

要は訪問の回数制限みたいなのはないですよね、
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そういったものは。ふえるから余り訪問するなと

か、そういったことはないですか。 

○佐藤委員長 渡辺係長。 

○渡辺保護係長 訪問は、最低限度の回数からする

と、100％以上の回数で実際ここ数年来訪問して

おりまして、やはり現場で状況を確認するという

ことは、生活保護の業務実施上、絶対的に必要な

基礎的なことに当たりますので、既存のケースも

そうなんですが、もちろん、新規に開始するケー

スにおいても家庭訪問して、どういったところで

どのような生活をしているのか、整理整頓されて

いるのか、清潔な環境が整っているのか、あとは

そもそも水道が通っているのか、電気も来ている

のか、そういったところまで確認をしまして、必

要な家具什器がなければ何が必要なのかというよ

うなところ、そういったところを含めて、訪問し

ないと確認ができませんので、あとは世帯員が本

当にそこに何人住んでいるのかという確認も当然

保護費のほうには影響してまいりますので、そう

いったところの確認も含めて訪問のほうは、推進

することはあっても、行くなということは、基本

的にはございません。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○星副委員長 わかりました。それぞれ、多分、生

活保護を受給されている方というのはケースがさ

まざまなので、なんですけれども、さっき、単身

高齢者または傷病者の方に関しては、やはり市役

所のほうに来てくださいということも、保護に関

してのいろいろと事情聴取的な部分では、来てく

ださいということがあっても、なかなか行けない

方も多いと思うんです。そういった際に、訪問に

来てくださいと言ったときに、すごく何か、これ

は多分ケースワーカーさんの力量にもよるのかも

しれないんですけれども、余り何かいい顔をされ

ない部分というのもちょっと見受けられたところ

もあるとお聞きしました。もしかしたら、その回

数制限、その使用料というところに関して引っか

かるので、なかなか、そうだったのかなというこ

とで今お聞きしたところなんですが、了解しまし

た。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 すみません、そこのケースワーカーさ

んとは、市の職員さんなんですか。 

○佐藤委員長 渡辺係長。 

○渡辺保護係長 ケースワーカーは現在９名おりま

すが、全部、直接任用している市の職員でござい

ます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可
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決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （医療児コーディネーター制度及び

放課後デイ・サービスについて） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 社会福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 

  これで、保健福祉部の今定例会における審査は

終了となりますが、保健福祉部全体として、その

ほかで何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、以上で保健福祉部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○佐藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ち、冨山子ども未来部長からご挨拶

をいただきます。よろしくお願いします。 

  冨山部長。 

○冨山子ども未来部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査に入

ります。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１６号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 議案第116号 那須塩原市こども医

療費助成に関する条例の一部改正についてを議題

といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 （議案第116号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 全協のときの説明の中で、事業費と

いたしまして、今後の制度改定による支出増の見

込み額として１億6,180万円がかかるということ

で説明がありましたが、これはペナルティーによ

る加算額だと思うんですけれども、このほかにか

かる費用というんでしょうか、経費というのはこ

れ以上にかかるということはないんでしょうか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 全員協議会のときに説明さ

せていただきました１億6,180万円、こちらのほ

うはこども医療費助成をやることによって、今ま
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でよりもふえる額、一般会計のほうでふえる額と

いう形で計算した金額になっております。 

  全協のときにちょっとお話したのは、これ以外

に国民健康保険のほうで、現物給付ということで

皆さんが病院にかかることがふえることによって、

国民健康保険の負担がふえるということによるペ

ナルティーというものがあるということで、こち

らのほうは国民健康保険の会計のほうで該当して

くるかなというふうに思っています。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 わかりました。 

  １億6,000万というのは、一般会計からのであ

って、あと国保のほうでは国保のほうでペナルテ

ィーがあるということ。 

○相馬子育て支援課長 はい。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第116号 那須塩原市こども医療費助成に

関する条例の一部改正については、原案のとおり

可決すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第116号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第２分科会）に

切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第94号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 歳出の６ページの児童福祉総務費のと

ころなんですけれども、償還金のところなんです

けれども、延長保育と病児保育と、それから健全

育成の事業が減ったということなんです。先ほど

菅間記念病院に病児保育の施設をまたつくるとい

うことなんですが、必要があるからつくるんだと

思いますが、これ見込みより少なかった理由がわ

かれば教えてください。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 それぞれ３つの事業とも、

事業自体を行っているのは保育課になっているの

で、具体的な減額の理由ということに関しては、

保育課のほうになるかと思いますが、先ほどこの
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中で減ってきたものについて、病児・病後児保育

合わせてのものになるので、病後児だけ、両方で

はない、菅間病院は含まれていないという形にな

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 後で保育課のほうで聞くことにします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 同じ６ページのひとり親支援費のとこ

ろで、見込みよりも利用者が少なかったためとい

うことで償還金が生じるというようなことだった

んですが、その見込みよりも利用者が少なかった

理由は、何か分析されていることがあるんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 こちらのほうが、看護師に

なるですとか、准看護師になるですとか、あとは

保育士になるとか、そういう何か資格を取るため

の事業に対して高等職業などをあげているんです

けれども、那須郡市医師会でやっていました黒磯

准看護学院というのがあって、今の保健センター

の３階にあったと思うんですけれども、あそこは

割と近いところにあるし、身近だったというとこ

ろで、あそこを受ける方が結構多かったというこ

とではあったので、身近なところがなくて、准看

を今度とろうと思うと、白河に行くとか、あとは

宇都宮とかに行くことになったりするということ

で、少しそういう影響もあるのかなというふうに

考えております。多分、准看護学院さんとしては、

全体の人数がやはり少なくなってきたというとこ

ろで、閉鎖という形になったとは思うんですが、

このようなひとり親の方だと行きやすい場所であ

ったかなというふうには思っております。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （赤ちゃんの駅について） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 子育て支援課の皆さんからは何かご

ざいますか。 

  相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 （子どもを取り巻く環境の

広報特集に対する反響について） 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。 
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  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 １時２８分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１３号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 議案第113号 那須塩原市保育園条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第113号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第113号 那須塩原市保育園条例の一部改

正については原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議はないものと認めます。 

  よって、議案第113号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１４号の説明、質疑、

討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第114号 那須塩原市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第114号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 この条例改正によりまして、その放課

後児童支援員の確保に影響が出るということにな

るんでしょうか、それともならないんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 今回、支援員になるための研修を

受ける資格を追加するというところでございまし



－73－ 

て、専門職大学というものが創設されますので、

その前期課程を修了した者については短期大学卒

業生相当ということで、その方もこの規定に含め

るというような門戸を広げるような改正でござい

ます。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第114号 那須塩原市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正については原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議はないものと認めます。 

  よって、議案第114号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会第二分科会に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第94号 平成30年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第94号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 ６ページの放課後児童クラブの管理運

営費の一番下の部分なんですけれども、民間児童

クラブの運営の補助が上がっているというところ

の分ですけれども、子どもがふえているので、基

本額を64人分入れたということなんですが、そも

そもこれは当初、民間の児童クラブはあいていた

ということですか。定員を割っていたというふう

なんですか。どういうふうに計算してこういうふ

うに出てきたのか。途中で民間のところがどこか

ふえたのか、もう少し丁寧に説明していただけれ

ば。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 全体的には68名ふえたというとこ

ろなんですが、実際はクラブそれぞれふえたり減

ったりというところがございます。大きくふえた

ところですと、例えば第一せいわクラブが当初30

人と見込んでいたものが38人になったというとこ

ろで、基本額が上がってくるというようなところ

ですとか、あとはてらこやさんとかが当初18人ぐ

らいというところだったんですが、現在のところ

29人ぐらいまで受け入れているというようなとこ

ろだったりしているというところがございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そもそも放課後児童クラブの運営に関
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する補助金については、学校なんかですと４月に

入るとよほど転居でもしない限りいますよね、３

月までいるんですけれども、放課後児童クラブに

ついては多分途中でやめたり入ったりはあるとは

思うんですけれども、担当のほうで予算を組むと

きに、それぞれの施設がうちはことしはこれだけ

だよと言ってくるのをそのままそれに掛け算をし

て渡している。途中でそれが変化があって足りな

いとかというふうになると、それに補助金出すと

そういう形で予算を組んでいるということのこれ

は今になっての増額の補正予算だというふうに理

解してよろしいですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 当初予算見込むのはちょうど今ご

ろの時期でございます。当然、現年度といいます

か、今の現状ベースぐらいである程度、応募定員

等を加味しながら予算上計上しているわけなんで

すが、結果的には、やはり思ったよりも受け入れ

人数が最終的に年度始まりまして少なくなるとこ

ろもあるし、実際には多く入ってくるというとこ

ろもございまして、数字の違いになってあらわれ

てくるというところです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど支援児に関しては見込みよりも

４人減ったというようなお話もあったんですけれ

ども、そもそもこの放課後児童クラブの特に民間

の部分に関しては、当初の部分では定員は当然あ

りますよね、その定員いっぱいになっていないと

いうことでの予算を組んでいるんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 実際には、定員以上に受け入れる

というところが現状でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、最初の当初の予算では定

員全部足していくと何百人とかとなるんだと思う

んです。定員をオーバーしない形で予算計上して

いて、現実は定員をオーバーする部分あったとき

には、それを補正で組んでいくとそういう組み方

をしているんですかということを聞いているんで

す。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 補正ありきで当初から定員で組ん

で、ふえた分を補正というところではなくて、あ

る程度見越してはいるところではございますが、

それ以上に若干上回っていると。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと何を聞きたいかと言うと、放

課後児童クラブの定員そのものが指導員に関して

いえば結構多いのにもかかわらず、一応定員とい

うものがあっても、民間の児童クラブの場合は定

員を３人オーバーした、５人オーバーしたとオー

バーしていっちゃう部分については質の低下にな

りますよね。つまり子どもを見てくれる側からす

ると多くなれば、場所も広がるわけではないので。

そういうものを市はつまりこうやって補正を出し

てくるということは、環境がよくなってこないも

のに対して、全部こうやって補正で許していくの

かということを聞きたいんです。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 定員というのは面積基準から測っ

ている定員でございます。ただ、既定ではおおむ

ねというところもございますし、今、市の条例上

では来年度末まで猶予期間ということもございま

すので、若干弾力的に、国・県の補助金をもらえ

る範囲内の弾力的な運用で定員をプラスアルファ

を受け入れているのも認めているというところで

ございますので、どこまでも認めるということで

はございません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 保育園なんかでも決まりがありますよ
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ね、何％までオーケーと。つまり、そういうとこ

ろに関しては、放課後児童クラブの民間の部分で

もきちんと守られた上でこうやってふえていると

いう、じゃ理解でよろしいんですね。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 そのとおりでございます。 

○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 同じページなんですけれども、保育園

の臨時職員ということで、先ほど説明いただいた

保育士11名で臨時職員手当ということで1,531万

計上されて、それを割る11で１人当たりの賃金と

いうことでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 単純に割る11ということではなく

て、あくまでも上半期分の実績、臨時さんに出し

ている補助金を計算上臨時職員の人数で割り返し

まして、それに今後足らない人数分とさらには前

期でかかった分を後期プラスアルファしてという

ところです。ですから、単純に11で割ったのがこ

れらの賃金ということではございません。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 それに付随して、その臨時保育士さん

の勤務時間、勤務体系、どのようになっているか

教えていただけますか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 予算計上につきましては勤務体系

というか、まずは保育の標準時間ということで、

今、保育につきましては11時間の保育をしてござ

います。短時間は８時間というところでございま

す。 

  そうしますと、11時間の中で常勤の方が7.75時

間というところ、これは平日と土曜日になるんで

すが、そこで足らない部分はどうしても早番、遅

番といいますか、出てまいります。その分を臨時

の短時間の職員の方で埋めるというような考え方

で予算を計上させていただいているところでござ

います。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第94号 平成30年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議はないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （わかば保育園の今後と病児保育等の

状況等について） 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 （放課後児童クラブの整備について） 
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○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 （放課後児童クラブについて） 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 （放課後児童クラブの支援員について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 保育課の皆さんからは何かございま

せんか。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （放課後児童クラブ整備の進捗状

況等について） 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。 

  これで子ども未来部の今定例会における審査は

終了となりますが、子ども未来部全体としてその

他で何かございますか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、以上で子ども未来部の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時３２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 続いて、４のその他に入ります。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 事務局から連絡がありますので、事

務局お願いします。 

○磯書記 （事務連絡。） 

○佐藤委員長 それでは次第４、その他を終了いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 これで、今定例会における委員会の

議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、ご一任くださいますようお

願いいたします。 

  これをもちまして福祉教育常任委員会を閉会と

いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時３４分 


